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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーロータと、該インナーロータの回転中心に対して所定の偏心量を有して回転す
るアウターロータと、該アウターロータを回転自在に包持する包持内周部と外周面の周方
向に沿って少なくとも３個のカム突起部が形成されてなるアウターリングと、該アウター
リングが揺動自在に配置されるロータ室を有するポンプハウジングと、前記ロータ室の内
周側面に形成され且つ前記カム突起部と同数で且つ該カム突起部と常時当接する突出壁面
部と、前記アウターリングを揺動させる操作手段とからなり、該操作手段により前記アウ
ターリングの包持内周部の直径中心が前記インナーロータの回転中心に対して前記偏心量
を半径とする軌跡円上に沿う移動が行われるように前記突出壁面部の位置が設定される構
成とし、前記突出壁面部と前記カム突起部との当接及び摺動では、前記突出壁面部は、前
記カム突起部に対して同一部分の点接触としてなることを特徴とする内接歯車式ポンプ。
【請求項２】
　請求項１において、前記突出壁面部は、前記カム突起部と当接する部分を円弧形状とし
てなることを特徴とする内接歯車式ポンプ。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記ロータ室内には前記アウターリングの揺動角度を所定範
囲内に規制するために前記カム突起部が当接するストッパ壁面部が形成されてなることを
特徴とする内接歯車式ポンプ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インナーロータに対して、該インナーロータが接するアウターロータの位置
を変更させることにより流体の吐出量を可変可能としたものにおいて、その製造において
高い精度を維持しつつ、製造を簡単にすることができる内接歯車式ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インナーロータと、該インナーロータが接するアウターロータからなる内接歯車
式ポンプが存在する。そして、この種の内接歯車式ポンプにおいて、インナーロータの位
置を不動とした回転中心に対して、偏心する位置に回転中心を有すると共に前記インナー
ロータの回転中心を中心として前記偏心量を半径とする軌跡円をアウターロータの回転中
心が移動する可変容量タイプとした内接歯車式ポンプが存在する。
【０００３】
　この可変容量タイプとした内接歯車式ポンプは、インナーロータの回転中心と、アウタ
ーロータの回転中心とを結ぶ線を基準線とすると、該基準線がインナーロータの回転中心
を中心として回転することになる。
【０００４】
　このようにアウターロータを所定の軌跡に沿って移動させる手段を具備した内接歯車式
ポンプは、種々存在するが、その一例として特許文献１を挙げる。以下に、特許文献１に
ついて概略する。なお、以下の説明において、部材に付された符号は、特許文献１に記載
されたものをそのまま使用する。
【０００５】
　特許文献１では、アウターロータ１３を所定の軌跡で移動させるための調整リング１４
が備わってる。また、ケーシング１側にはガイド溝等の凹形状部分や、ガイドピンや突起
等の凸形状部分が設けられている。そして、前記調整リング１４は、移動手段を介して、
凹形状部分や、凸形状部分等に沿って移動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１３２３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１については、以下に述べるような課題（欠点）が存在する。一般にオイルポ
ンプのケーシング１は、アルミ合金の鋳造によって製造される。そして、前述したように
、ケーシング１の内部の前記凹形状及び凸形状は、特に高い寸法精度が要求され、これは
、オイルポンプのロータの歯形の寸法精度と略同等の寸法精度を必要とする。具体的には
±２０～３０μｍ程度の寸法精度が必要である。
【０００８】
　このような、アルミ合金の鋳造のみ（切削加工レス）で、±２０～３０μｍの寸法精度
を出すことは困難である。そのために、アルミ合金の鋳造により製造されたケーシング１
側の凹形状部や凸形状部は、全て切削加工により高い寸法精度を出す必要がある。そのた
めに、非常に高価となり、且つ製造時間が長いものとなってしまう。
【０００９】
　さらに、オイル中には少量のコンタミ（異物）等が存在し、このコンタミ（異物）等が
ケーシング１のガイド溝等の凹形状に付着した場合、凹形状のため逃げ場が無く、コンタ
ミ等はガイド溝等の凹形状部分に留まり続ける。このような状況になると、調整リング１
４の凸形状部分がケーシング１の凹形状部分を摺動してきた場合に、コンタミ部分で引っ
掛かり、円滑な調整リングの移動を阻害する恐れがある。
【００１０】
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　そこで、本発明の目的（解決しようとする技術的課題）は、インナーロータと該インナ
ーロータが接するアウターロータからなる可変容量タイプの内接歯車式ポンプにおいて、
極めて簡単な構造にすると共に、その製造において高い精度に仕上げることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そこで、発明者は上記課題を解決すべく、鋭意，研究を重ねた結果、請求項１の発明を
インナーロータと、該インナーロータの回転中心に対して所定の偏心量を有して回転する
アウターロータと、該アウターロータを回転自在に包持する包持内周部と外周面の周方向
に沿って少なくとも３個のカム突起部が形成されてなるアウターリングと、該アウターリ
ングが揺動自在に配置されるロータ室を有するポンプハウジングと、前記ロータ室の内周
側面に形成され且つ前記カム突起部と同数で且つ該カム突起部と常時当接する突出壁面部
と、前記アウターリングを揺動させる操作手段とからなり、該操作手段により前記アウタ
ーリングの包持内周部の直径中心が前記インナーロータの回転中心に対して前記偏心量を
半径とする軌跡円上に沿う移動が行われるように前記突出壁面部の位置が設定される構成
とし、前記突出壁面部と前記カム突起部との当接及び摺動では、前記突出壁面部は、前記
カム突起部に対して同一部分の点接触としてなる内接歯車式ポンプとしたことにより、上
記課題を解決した。
【００１２】
　請求項２の発明を、請求項１において、前記突出壁面部は、前記カム突起部と当接する
部分を円弧形状としてなる内接歯車式ポンプとしたことにより、上記課題を解決した。
【００１３】
　請求項３の発明を、請求項１又は２において、前記ロータ室内には前記アウターリング
の揺動角度を所定範囲内に規制するために前記カム突起部が当接するストッパ壁面部が形
成されてなる内接歯車式ポンプとしたことにより、上記課題を解決した。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明では、アウターロータを移動させるアウターリングには、アウターロー
タのを回転自在に包持する包持内周部と、外周面の周方向に沿って少なくとも３個のカム
突起部が所定間隔をおいて形成されたものである。また、ポンプハウジングのロータ室の
内周側面には、前記アウターリングのカム突起部と同数の突出壁面部が形成され、それぞ
れの突出壁面部は、それぞれのカム突起部と常時当接する構造とした。
【００１５】
　そして、アウターリングが操作手段によって揺動すると共に、アウターリングのカム突
起部が前記突出壁面部と常時当接する構成としているので、アウターリングは、突出壁面
部と当接するカム突起部の形状に従って所定の軌跡（軌跡円）に沿って案内移動すること
ができ、これによって、内接歯車式ポンプの吐出量を調整することができる。
【００１６】
　本発明は以上の構成としたことにより、アウターリングは、ポンプハウジングのロータ
室の内周側面の凸状部や、凹状部によって移動軌跡が設定されるものではなく、アウター
リングに形成されたカム突起部の形状に沿って、移動軌跡が設定される構成である。
【００１７】
　つまり、請求項１の発明では、ロータ室の内周側面は高い寸法精度によって仕上げられ
る必要がなく、突出壁面部が形成される箇所のみ切削加工等による仕上げ加工を行えばよ
い。これによって、従来技術のようにケーシングの内面を複雑な曲線に切削加工するより
も、仕上げ範囲が少ないので格段に安く、且つ精度も高く、製造時間も短く済ませること
ができるものである。
【００１８】
　さらに、突出壁面部とカム突起部との当接及び摺動では、突出壁面部は、カム突起部に
対して同一部分の点接触としたことにより、精度が必要なのは、接触する一箇所のみであ
り、製造及び検査時間を最小にできる。
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【００１９】
　請求項２の発明では、突出壁面部は、カム突起部と当接する部分を円弧形状としたこと
により、突出壁面部とカム突起部との当接する角度が多少変化しても円弧状の面として、
常に点接触となるので、接触の仕方は常に変わらず、安定した制御が行える。
【００２０】
　請求項３の発明では、ロータ室内にはアウターリングの揺動角度を所定範囲内に規制す
るためにカム突起部が当接するストッパ壁面部が形成されることにより、アウターリング
は、所定の揺動範囲内で確実に作動させることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】（Ａ）は本発明の内部の構成を示す正面図、(Ｂ)は（Ａ）の（ア）部拡大図、(
Ｃ)は（Ａ）の（イ）部拡大図、(Ｄ)は（Ａ）の（ウ）部拡大図、（Ｅ）はポンプハウジ
ングの正面図である。
【図２】（Ａ）はアウターリング，アウターロータ及びインナーロータの作動状態を示す
拡大図、（Ｂ）は（Ａ）の（エ）部拡大図である。
【図３】（Ａ）は低回転時におけるインナーロータに対してアウターロータが初期基準線
に位置している状態図、（Ｂ）は中回転時におけるインナーロータに対してアウターリン
グの揺動によってアウターロータが初期基準線から移動した状態図である。
【図４】（Ａ）は中回転時におけるインナーロータに対してアウターロータが初期基準線
の位置から移動している状態図、（Ｂ）は高回転時におけるインナーロータに対してアウ
ターリングの揺動によってアウターロータが終端基準線に到達した状態図である。
【図５】（Ａ）は低回転時におけるインナーロータ，アウターロータ及びアウターリング
の状態図、（Ｂ）は高回転時におけるインナーロータ，アウターロータ及びアウターリン
グの状態図である。
【図６】カム突起部のカム摺動面の構成を示す拡大図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本発明は、図１（Ａ），図２等に
示すように、主に、ポンプハウジングＡと、インナーロータ３と、アウターロータ４と、
案内手段Ｂと、操作手段７とから構成される。また、案内手段Ｂは、アウターリング５と
、突出壁面部６とから構成される。
【００２３】
　ポンプハウジングＡには、図１（Ａ），（Ｅ）に示すように、ロータ室１と操作室２が
形成される。ロータ室１の底面１ａには、ポンプ駆動用の駆動軸が装着される軸孔１１が
形成され、該軸孔１１の周囲に吸入ポート１２と吐出ポート１３が形成されている。また
、吸入ポート１２と吐出ポート１３との間には間仕切部が形成されている。
【００２４】
　この間仕切部は、ロータ室１内の２箇所に形成され、その一方は、吸入ポート１２の終
端部１２ｂから吐出ポート１３の始端部１３ａの間に位置するもので、この間仕切部を第
１間仕切部１４と称する〔図１（Ｅ），図２（Ａ）参照〕。また、他方の間仕切部は、吐
出ポート１３の終端部１３ｂから吸入ポート１２の始端部１２ａの間に位置するものであ
り、これを第２間仕切部１５と称する〔図１（Ｅ），図２（Ａ）参照〕。
【００２５】
　ロータ室１には、インナーロータ３、アウターロータ４及びアウターリング５が内装さ
れる〔図１（Ａ），図３（Ａ）等参照〕。また、操作室２には、操作手段７を構成する部
材等が装着される。前記ロータ室１と操作室２とは連通されている。また、前記底面１ａ
の周囲は内周側面１ｂとなっている。
【００２６】
　インナーロータ３は、トロコイド形状又は略トロコイド形状とした歯車である。なお、
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本発明の説明においては、インナーロータ３とアウターロータ４との回転方向は、図中に
おいて時計回り方向とした。インナーロータ３は、複数の外歯３１，３１，…が形成され
ている。また、直径方向中心位置には、駆動軸用のボス孔３２が形成され、該ボス孔３２
には、駆動軸が貫通固定される。ボス孔３２は、非円形として形成され、ボス孔３２と略
同一形状の軸固定部が圧入等の固定手段にて駆動軸がインナーロータ３に固定され、イン
ナーロータ３は駆動軸の回転駆動にて回転する。
【００２７】
　アウターロータ４は、環状に形成され、内周側に複数の内歯４１，４１，…が形成され
ている。そして、インナーロータ３の外歯３１の数は、アウターロータ４の内歯４１の数
よりも１つ少ない歯数として構成されている。インナーロータ３の外歯３１，３１，…と
、アウターロータ４の内歯４１，４１，…によって複数の歯間空間Ｓ，Ｓ，…が構成され
、前記歯間空間Ｓが前記第１間仕切部１４を通過するときに閉鎖された空間を構成し、ま
た最大容積の最大歯間空間Ｓmaxとなる。
【００２８】
　インナーロータ３の回転中心をＰ3とする（図２参照）。この回転中心Ｐ3は、ロータ室
１に対して位置は不動である。アウターロータ４の回転中心は、Ｐ4とする。そして、回
転中心Ｐ3と、回転中心Ｐ4とを結ぶ仮想の線を基準線Ｌと称する。該基準線Ｌは、後述す
る初期基準線Ｌａと終端基準線Ｌｂとの間を案内手段Ｂ及び操作手段７によって操作され
インナーロータ３の回転中心P３を中心として周方向に揺動する。
【００２９】
　インナーロータ３の回転中心Ｐ3と、アウターロータ４の回転中心Ｐ4とは離間しており
、その離間距離を偏心量ｅと称する。該偏心量ｅは、インナーロータ３とアウターロータ
４とが、常に一定の間隔を維持しながら回転し、内歯４１，４１，…と外歯３１，３１，
…とのチップクリアランスを最適に維持するものである（図２参照）。
【００３０】
　案内手段Ｂは、基準線Ｌを初期基準線Ｌａから終端基準線Ｌｂとなるまでの角度θの範
囲で前記アウターロータ４を、揺動させる役目をなすものである（図３乃至図５参照）。
案内手段Ｂは、アウターリング５，突出壁面部６とから構成される。アウターリング５は
、前記アウターロータ４の回転中心Ｐ４を揺動させて、前記基準線Ｌの角度を変更させる
役目をなすものである。アウターリング５は、略円環状に形成され、その内周側を包持内
周部５１と称する〔図２（Ａ）参照〕。さらに、アウターリング５には、後述する操作手
段７によって揺動されるための揺動操作突起部５４が外周側面より直径外側方向に突出形
成されている〔図１（Ａ），図３（Ａ）参照〕。
【００３１】
　前記包持内周部５１は、円形の内壁面として形成されたものであり、包持内周部５１の
内径は、アウターロータ４の外径と同一である。実際には、包持内周部５１の内径は、ア
ウターロータ４の外径よりも僅かに大きく、前記アウターロータ４が円滑に回転自在とな
るように、包持内周部５１とアウターロータ４の間にクリアランスを有して挿入されるよ
うになっているものであるが、この構成も同一の概念に含むものである。
【００３２】
　つまり、アウターリング５の包持内周部５１の直径中心Ｐ5は、該包持内周部５１に挿
入された状態のアウターロータ４の回転中心Ｐ4と位置が一致するように構成されている
（図２参照）。アウターリング５は、ロータ室１内において、アウターロータ４を包持内
周部５１に配置して、これを安定した状態に支持すると共に、後述する操作手段７を介し
てインナーロータ３の回転中心Ｐ3を中心とした半径を偏心量ｅとする軌跡円Ｑに沿って
揺動させる（図３，図４参照）。
【００３３】
　アウターリング５は、ポンプハウジングＡのロータ室１に内装されるものであり、該ロ
ータ室１内で、揺動可能となる構成となっている。そのために、アウターリング５の外形
状に対して、ロータ室１は、僅かに広く形成され、アウターロータ４が揺動するためのス
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ペースが余分に設けられている。
【００３４】
　アウターリング５は、その揺動の軌跡が決まっており、アウターリング５の直径中心Ｐ
5は、インナーロータ３の回転中心Ｐ3を中心とし、半径を偏心量ｅとする軌跡円Ｑに沿っ
て揺動する（図２参照）。偏心量ｅは、前述したように、インナーロータ３の回転中心Ｐ
3と、アウターロータ４の回転中心Ｐ4との離間距離である。そして、前記アウターリング
５の包持内周部５１の内径と、前記アウターロータ４の外径とは略等しいため、包持内周
部５１の直径中心Ｐ5と、該包持内周部５１に挿入されたアウターロータ４の回転中心Ｐ4
とは一致した状態である。
【００３５】
　したがって、アウターリング５の揺動によって、アウターロータ４の回転中心Ｐ4は、
前記インナーロータ３の回転中心Ｐ3と偏心量ｅを維持しつつ、軌跡円Ｑに沿って、回転
中心Ｐ3の周囲を揺動する。これによって、回転中心Ｐ3と回転中心Ｐ4とを結ぶ基準線Ｌ
の角度も変化することになる（図２参照）。
【００３６】
　本発明において、アウターロータ４がインナーロータ３に対して揺動することによって
、アウターロータ４には、初期位置と終端位置とが存在する。初期位置は、前記基準線Ｌ
が初期基準線Ｌａと一致した状態であり、この状態でインナーロータ３の外歯３１，３１
，…と、アウターロータ４の内歯４１，４１，…によって形成される歯間空間Ｓ，Ｓ，…
において、最大容積となる最大歯間空間Ｓｍａｘが前記吸入ポート１２を通過する〔図２
（Ａ），図３（Ａ）参照〕。
【００３７】
　また、終端位置は、前記基準線Ｌが終端基準線Ｌｂと一致した状態であり、この状態で
前記最大歯間空間Ｓmaxの位置は終端基準線Ｌｂ上を通過し、前記第１間仕切部１４上で
最大歯間空間Ｓmaxが通過する〔図４（Ｂ）参照〕。
【００３８】
　そして、実際にアウターリング５が初期位置から終端位置に揺動する角度をθ’とし、
初期基準線Ｌａと終端基準線Ｌｂとのなす角度はθとする。角度θ’は、角度θよりも小
さくなる。つまり、操作手段７により、アウターリング５の揺動操作突起部５４の僅かな
移動により、初期基準線Ｌａと終端基準線Ｌｂに亘ってインナーロータ３とアウターロー
タ４との相対角度を大きく変更することができる（図２参照）。
【００３９】
　アウターリング５の外周面５２の周方向に沿って少なくとも３個のカム突起部５３，５
３，…が所定間隔をおいて形成されている〔図１，図２（Ａ），図５等参照〕。カム突起
部５３は、後述する突出壁面部６と当接し、且つ突出壁面部６に対して摺動する部位であ
る。具体的には、アウターリング５の外周面５２の周方向に略等間隔で形成され、カム突
起部５３が３個形成される場合では、略１２０度の角度をおいてカム突起部５３，５３，
…が形成されている。
【００４０】
　カム突起部５３は、外周面５２の周方向に対して所定の範囲に形成されている。この範
囲とは、アウターリング５が最大に揺動した場合において、アウターリング５が突出壁面
部６に対して摺動する範囲に略等しい。カム突起部５３には、カム摺動面５３ａが形成さ
れており、カム突起部５３のカム摺動面５３ａの形状は、周方向に沿って、一端から他端
に向かって次第に外周面５２から離間するような傾斜面となる。
【００４１】
　具体的には、カム摺動面５３ａは、外周面５２を基準としたトロコイド曲線に近似した
曲線に形成される。また、隣接するカム突起部５３，５３の傾斜方向も、同一ではなく、
反対となることもある。また、カム突起部５３のカム摺動面５３ａの形状は、トロコイド
曲線形状に限定されず、平坦状の傾斜面として形成されることもある。前記カム突起部５
３，５３，…の数は、３個としたが、それ以上の個数が形成されることもある。
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【００４２】
　突出壁面部６は、前記ロータ室１の内周側面１ｂから中心に向かって該内周側面１ｂと
一体的に突出形成された部位である〔図１（Ｅ）参照〕。突出壁面部６は、前記アウター
リング５のカム突起部５３の個数と同数で形成され、ロータ室１の内周側面１ｂに形成さ
れる複数個所の突出壁面部６，６，…は、前記アウターリング５を包囲すると共に、それ
ぞれのカム突起部５３，５３，…に常時当接するように設けられている〔図２（Ａ），図
３乃至図５参照〕。そして、後述する操作手段により前記アウターリング５の包持内周部
５１の直径中心Ｐ5が、インナーロータ３の回転中心Ｐ３に対して偏心量ｅを半径とする
軌跡円Ｑ上に沿う移動が行われるように、それぞれの突出壁面部６，６，…の位置が設定
され、カム摺動面５３ａの形状が設定される。
【００４３】
　突出壁面部６は、断面円形状に形成されることで、前記アウターリング５のカム突起部
５３のカム摺動面５３ａとの当接する部位は、常に同一部分であり、且つ略点接触となる
ようにしている〔図１（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ），図２等参照〕。突出壁面部６と
カム突起部５３のカム摺動面５３ａとの接触を同一部分の略点接触とすることにより、高
い寸法精度が必要な範囲を最小にできる。
【００４４】
　突出壁面部６は、カム突起部５３のカム摺動面５３ａと当接する部分のみを円弧形状と
した実施形態も存在する。また、突出壁面部６とカム突起部５３のカム摺動面５３ａとの
当接が点接触となるように、突出壁面部６の長手方向に直交する断面形状を三角形状とす
ることもある。本発明では、アウターリング５の移動はカム摺動面５３ａの形状で決まり
、突出壁面部６は押え部材であるため、突出壁面部６は外側から押えてさえいれば良いた
め、突出壁面部６の形状の自由度が高い。
【００４５】
　また、ロータ室１の内周側面１ｂには、アウターリング５の揺動角度を所定範囲内に規
制するためにカム突起部５３が当接するストッパ壁面部１ｄが形成される。該ストッパ壁
面部１ｄは、具体的には、内周側面１ｂに周方向に段差となる部位が形成され、該段差部
分をストッパ壁面部１ｄとしている。アウターリング５が最大限、周方向に揺動すると、
ストッパ壁面部１ｄにカム突起部５３が当接して、それ以上アウターリング５は揺動する
ことが出来ないようになっている。
【００４６】
　ここで、アウターリング５のそれぞれのカム突起部５３のカム摺動面５３ａの形状は、
以下の式で描画される（図６参照）。まず、インナーロータ３の回転中心Ｐ３をＸ－Ｙ座
標における原点つまり座標 (０,０)とする。そして、アウターリング５の初期位置（低回
転時）におけるカム摺動面５３ａと突出壁面部６との当接点の座標Ｍを（ｘ，ｙ）とする
。該座標Ｍは、アウターロータ４及びアウターリング５が初期状態の位置（図２参照）に
あり、初期基準線Ｌａ上に最大歯間空間Ｓmaxが存在する。そして、初期基準線Ｌａの位
置から基準線Ｌが、任意の角度だけ移動する。この移動角度における変数をθmとすると
、座標Ｍm（ｘ’,ｙ’）は以下のようになる。
【００４７】
　任意のｘ’は、

である。
　任意のｙ’について、

である。
【００４８】
　そして、初期基準線Ｌａに対して、角度θmが次第に増加して、基準線Ｌが終端基準線
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Ｌｂに到達するまでの座標Ｍm（ｘ’,ｙ’）の移動軌跡がカム突起部５３のカム摺動面５
３ａの形状を決定する（図６参照）。上記式によって形成されるカム摺動面５３ａは、３
個の全てのカム突起部５３，５３，…に適応される。
【００４９】
　アウターリング５の回転角度θ’は、

である。ここで、ｋは短縮係数と称する。該短縮係数ｋは、その値が小さければ小さい程
、アウターリング５の回転角度に対するアウターロータ４の回転角度を大きくできる。　
　　　
【００５０】
　具体的に好適な短縮係数ｋの値を以下に示すと、　

である。
【００５１】
　したがって、アウターリング５のそれぞれのカム突起部５３，５３，…におけるカム摺
動面５３ａ，５３ａ，…は、上記式を満たす形状となる。突出壁面部６，６，…と当接し
つつ揺動し、アウターリング５は、その直径中心Ｐ5が、軌跡円Ｑに沿って移動する〔図
５（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００５２】
　ここで、インナーロータ３とアウターロータ４とが初期位置にあるときは、初期基準線
Ｌａが吸入ポート１２の周方向中間箇所を通過するものであって、吸入ポート１２におい
て、歯間空間Ｓが最大の最大歯間空間Ｓmaxとなり、吐出ポート１３で最小の最深噛み合
い部Ｓminとなるものである。
【００５３】
　また、インナーロータ３とアウターロータ４とが終端位置にあるときは、歯間空間Ｓの
容積が最大の最大歯間空間Ｓmaxと、容積が最小となる最深噛み合い部Ｓminは終端基準線
Ｌｂ上に移動する。したがって、第１間仕切部１４において、歯間空間Ｓは最大となり、
同時に第２間仕切部１５で最小となる。
【００５４】
　操作手段７は、ソレノイドバルブタイプ，油圧バルブタイプ等が使用され、直接に油圧
をアウターリング５の揺動操作突起部５４にかけて、該揺動操作突起部５４を操作し、ア
ウターリング５を周方向に揺動させる〔図１（Ａ），（Ｅ）参照〕。操作手段７における
バルブは、バルブポンプハウジング７１にバルブ７２とスプリング７３が装着され、さら
に二つの流路７４，７５を有するものである。
【００５５】
　前記アウターリング５の揺動操作突起部５４は外周面５２から直径方向外側に突出する
ように形成されている。前記揺動操作突起部５４は、ロータ室１に隣接且つ連通する操作
室２に配置される。
【００５６】
　該操作室２内において、揺動操作突起部５４はその幅（周）方向両側がオイルの受圧面
となっており、該揺動操作突起部５４は操作室２を水密的に２つに分ける構造となってい
る。したがって、揺動操作突起部５４には、スプリング付きのシール部材５５が具備され
、該シール部材５５を介して揺動操作突起部５４が操作室２を水密的に区分けしている。
【００５７】
　前記操作手段７の二つの流路７４，７５がそれぞれ別の位置から連通するように接続さ
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れている。そして、一方の流路７４又は流路７５からオイルを送ると共に他方の流路７４
，７５からオイルを流出させ、操作室２内で揺動操作突起部５４を周方向に揺動させ、こ
れによって、アウターリング５が揺動される。
【００５８】
　次に、本発明における動作を説明する。ここで、操作手段７は、油圧にてバルブ７２が
作動する構造とし、その油圧は、ポンプの吐出圧と共に変化する構造のものとする。まず
、ポンプ始動時から低回転時には、駆動軸の回転に伴ってインナーロータ３とアウターロ
ータ４とが互いの外歯３１，３１，…と内歯４１，４１，…とを噛み合わせながら回転す
ると、前記歯間空間Ｓが吸入ポート１２の前半で容積が拡大し、吸入ポート１２の後半及
び第１間仕切部１４を通過した後に容積が収縮し、かかる容積を変化させることによって
ポンプ作用が行なわれる。
【００５９】
　そして、ポンプ始動前あるいは始動直後のポンプ吐出圧がゼロあるいは極めて低い場合
には、インナーロータ３の回転中心Ｐ3に対するアウターロータ４の位置を示す基準線Ｌ
は、初期位置線Ｌａにある。これによって、インナーロータ３とアウターロータ４との初
期位置状態では、ポンプ吐出量が最小となる〔図３（Ａ），図５（Ａ）参照〕。
【００６０】
　ポンプ回転数の増加に伴い、中回転状態になり、ポンプ吐出圧が上昇すると、操作手段
７が作用して、流路７５から操作室２にオイルが流れアウターリング５がインナーロータ
３とアウターロータ４との回転とは同一方向（本発明においては時計回りの方向）へ揺動
を開始する〔図３（Ｂ），図４（Ａ）参照〕。これによって、基準線Ｌは初期基準線Ｌａ
から角度θｍ移動し、終端基準線Ｌｂに近接してゆく。角度θｍは、変数である。
【００６１】
　そして、基準線Ｌが終端基準線Ｌｂに到達する高回転状態になると、最大歯間空間Ｓma
xの通過位置は、第１間仕切部１４上の位置となる〔図４（Ｂ），図５（Ｂ）参照〕。そ
して、歯間空間Ｓの容積が最大になる状態で第１間仕切部１４を通過することになる〔図
４（Ｂ）参照〕。したがって、基準線Ｌが終端基準線Ｌｂと一致する高回転となった状態
で、ポンプ吐出量が最大となる〔図５（Ｂ）参照〕。
【００６２】
　本発明では、アウターロータ４が回転自在に挿入されたアウターリング５は、操作手段
７によってロータ室１内を揺動する。ここで、アウターリング５は、操作手段７によって
、ロータ室１の略接線方向に移動するものであり、操作手段７による揺動角度（角度θ’
）は小さいものである。しかし、アウターリング５自体は、包持内周部５１の直径中心Ｐ
5がインナーロータ３の回転中心Ｐ3を中心とし、偏心量ｅを半径とした軌跡円Ｑに沿って
移動するものである。
【００６３】
　そのために、前述した操作手段７によるロータ室１の接線方向における移動に加えて、
アウターリング５の包持内周部５１の直径中心Ｐ5が軌跡円Ｑに沿って上下方向への移動
も行われることとなり、アウターリング５に挿入されたアウターロータ４は、アウターリ
ング５が操作手段７により揺動した角度θ’よりも、大きな角度θでアウターロータ４の
回転中心Ｐ4を移動させることができる。
【００６４】
　この大きな移動により、初期位置の状態では第１間仕切部１４でインナーロータ３とア
ウターロータ４による歯間空間Ｓは小さいものであったものが、高回転になるにつれその
位相がずれて、第１間仕切部１４での歯間空間Ｓは最大状態で通過することになる。つま
り、このことによって、回転数の増加にともない、初期基準線Ｌａの歯間空間Ｓは、終端
基準線Ｌｂに向かう間に増加し、終端基準線Ｌｂにて最大状態となり、回転数に対するポ
ンプの吐出量を増加させることができる。
【００６５】
　また、ロータ室１にはアウターリング５を所定間隔で弾性付勢する押圧部材１６が設け
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られている〔図１（Ａ），図２（Ａ）参照〕。該押圧部材１６は、押圧頭部１６ａがバネ
１６ｂによりアウターリング５の外周面５２を弾性付勢し、それぞれのカム突起部５３，
５３，…と対応する突出壁面部６，６，…との当接箇所の当接圧力を略等しくし、アウタ
ーリング５が円滑に揺動できる構成としている。またオイルをシールする機能も有する。
【００６６】
　なお、本発明において、特に図示しないが、前記ポンプハウジングＡのロータ室１を覆
うためのカバー部材が具備され、該カバー部材に突出壁面部６が装着されることもある。
【符号の説明】
【００６７】
　Ａ…ポンプハウジング、１…ロータ室、１ｄ…ストッパ壁面部、３…インナーロータ、
４…アウターロータ、５…アウターリング、５１…包持内周部、５２…外周面、
５３…カム突起部、６…突出壁面部、７…操作手段、
Ｐ3…（インナーロータの）回転中心、Ｐ4…（アウターロータの）回転中心、
Ｐ5…（アウターリングの）直径中心、Ｑ…軌跡円、ｅ…偏心量。

【図１】 【図２】



(11) JP 5814218 B2 2015.11.17

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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